
平成 27年 5月 22日 
                                （公財）運行管理者試験センター 
運行管理者試験申請者 各位 
 

「平成２７年度第１回運行管理者試験」の申請に関する主な変更点 
のお知らせについて 

 
平素は、公益財団法人 運行管理者試験センターの運行管理者試験に関して、ご協力をい

ただき、誠にありがとうございます。 

 既にご案内しておりますが、平成２７年度第１回運行管理者試験に関する申請書の頒布、

申請・受付を行っております。この度、「平成２７年度第１回運行管理者試験」の申請に関

し、前回試験からの主な変更点を次のとおりお知らせします。 

 つきましては、申請時の提出書面等にお間違えないようにご確認のうえ、ご提出をお願い

申し上げます。 

 

【変更点１】受験資格の証明に必要な添付書面等について 

      従来の「再受験の方」及び「既資格者証の方」は変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              ※「平成２６年度第２回の場合」の(4)及び(5)は、 

                        平成２７年度第１回試験申請では受理できませ 

ん                       ので注意して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度第２回試験申請 

（１）実務の経験を有する方（①、②が必要） 

①実務経験の期間等に関する証明（受験申請書

の証明欄への記入が必要となります。） 

②住民票又は運転免許証（写） 

（２）基礎講習を修了している方（①、②が必要） 

①基礎講習修了証書（写） 

②住民票又は運転免許証（写） 

（３）これから基礎講習を受講される方 

（申請時は①、②が必要） 

①基礎講習受講予約申込書等（写） 

②住民票又は運転免許証（写） 

（４）再受験の方（①又は②のいずれかが必要） 

①平成２５年度第２回、平成２６年度臨時試

験、平成２６年度第１回のいずれかの受験

通知書 

②平成２５年度第２回、平成２６年度臨時試

験、平成２６年度第１回のいずれかの試験

結果通知書 

なお、再受験の方は上記の(1)～(3)の書類

等は不要です。 

（５）他の種類の「運行管理者資格者証」の交付

を受けている方（①及び②の両方が必要） 

①運行管理者資格者証（写） 

②住民票又は運転免許証（写） 

平成２７年度第１回試験申請 

（１）実務の経験を有する方（①、②が必要） 

①実務経験の期間等に関する証明（受験申請書

の証明欄への記入が必要となります。） 

②住民票又は運転免許証（写） 

（２）試験区分に応じた基礎講習の種類を修了し

ている方（①、②が必要） 

①試験区分に応じた基礎講習修了証書（写）

又は、試験区分に応じた運行管理者講習手

帳(試験区分に応じた基礎講習の種類を修

了した証明の写しが必要） 

②住民票又は運転免許証（写） 

（３）これから基礎講習を受講される方 

（①、②が必要） 

①試験区分に応じた基礎講習受講予約申込

書等（写） 

②住民票又は運転免許証（写） 



【変更点２】書面申請における申請書様式の変更について 

      各コード番号の記載を廃止し、受験資格証明の記載方法を変更しました。 
       試験の種類、希望する試験地及び運行管理者資格者証交付申請地の記載を間違えないで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更点３】証明書添付用紙の変更について 

      新しい証明書貼付用紙は、「その１」と「その２」の２種類があります。 

     ・「その１」は、住民票(原本)又は自動車運転免許証(コピー)を貼付して下さい。 

     ・「その２」は、基礎講習修了の例又は基礎講習修了予定者等を貼付して下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度第２回試験申請書 

 
平成２７年度第１回試験申請書 

 



 

 

 

   基礎講習修了後は、直ちに「修了証書（写）」を試験事務センターにＦＡＸして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【変更点４】電子申請の場合の変更について 

      チェックボタンを１箇所から２箇所に変更しました。 

      電子申請の申請者サイトにおいて、「注意事項について同意する。」及び 

「添付する写真を加工ソフトでの使用に同意する。」にチェックをして下さい。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更点５】電子申請の場合の変更について 

      「証明用写真作成サービス」ソフトを新たに設定しました。 

      電子申請の場合の添付する証明用写真は、必ず加工ソフトで適切な写真サイズ 

に整えてから申請者サイトで登録して下さい。 

（証明用写真作成サービスは、当試験センターのホームページを参照） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


